
       2       0       2       4       年       1       0       月       号     

       市       議       会     

       発       信       者       の       戦       略       に       基       づ       く       「       偏       り       」       を       取       り       除       き       ま       し       ょ       う     

           市           政           報           告           ・           N           e           w           s         

       

情       報       公       開       条       例       は       「       市       政       を       市       民       に       説       明       
す       る       責       務       が       全       う       さ       れ       る       よ       う       に       す       る       」       
と       「       原       則       公       開       」       の       理       念       を       掲       げ       て       い       ま       
す       が       、       綾       瀬       市       の       現       状       は       理       念       を       体       現       し       
て       い       る       の       ？       と       い       う       問       い       を       、       皆       さ       ま       と       
共       有       し       た       い       で       す       。     

       ２     
       

綾       瀬       市       は       、       新       型       コ       ロ       ナ       ワ       ク       チ       ン       定       期       接       種       の       H       P       に       は       ワ       
ク       チ       ン       の       種       類       ､       効       果       ､       特       性       、       副       反       応       や       健       康       被       害       に       つ       い       
て       、       数       値       を       用       い       て       「       イ       ン       フ       ル       エ       ン       ザ       ワ       ク       チ       ン       の       1       0       0       倍       
の       死       亡       リ       ス       ク       が       あ       る       事       な       ど       」       分       か       り       や       す       く       掲       載       す       る       。     

       A     



       参       政       党       あ       や       せ       市       民       に       伝       え       る       会     

       

新       型       イ       ン       フ       ル       エ       ン       ザ       等       対       策       特       別       措       置       法       と       い       う       法       律       は       、       致       死       率       1       0       ％       近       い       強       い       感       染       症       を       想       定       し       て       
い       ま       す       。       で       す       か       ら       、       2       0       2       0       年       か       ら       の       新       型       コ       ロ       ナ       の       蔓       延       で       、       致       死       率       が       1       %       を       切       る       状       況       に       な       っ       て       も       、       
方       針       を       変       え       る       政       治       判       断       を       し       な       か       っ       た       の       は       法       の       濫       用       の       可       能       性       が       あ       り       ま       す       。       法       定       受       託       事       務       の       た       め       
自       治       体       は       、       ワ       ク       チ       ン       接       種       を       勧       奨       す       る       情       報       発       信       が       責       務       で       し       た       し       、       報       道       に       お       い       て       健       康       被       害       の       情       報       
発       信       に       抑       制       的       だ       っ       た       の       は       、       歴       史       的       ・       法       的       ・       構       造       的       な       問       題       で       、       人       の       問       題       で       は       な       い       と       思       い       ま       す       。     

       政       府       行       動       計       画       の       武       器       化       に       よ       る       情       報       統       制       の       未       来     

       知       っ       て       お       く       べ       き       ＜       事       実       ＞     

       回       避       す       べ       き       未       来       の       ＜       可       能       性       ＞     

       テ       ス       ・       ロ       ー       リ       ー       「       ア       ン       ド       リ       ュ       ー       ・       
ヒ       ル       博       士       へ       の       手       紙       」            

       会       派       の       【       理       念       】            参       政       党       あ       や       せ       市       民       に       伝       え       る       会     

       
私       た       ち       に       届       く       情       報       は       偏       っ       て       い       ま       す       。       
市       民       が       情       報       を       知       ら       せ       て       欲       し       い       と       願       っ       
て       い       る       か       の       ア       ン       ケ       ー       ト       で       す       。       数       が       
集       ま       れ       ば       、       大       き       な       力       に       な       り       ま       す       ！     

       お       ね       が       い       し       ま       す     

       図       の       参       照       元       ：       h       t       t       p       s       :       /       /       w       w       w       .       t       m       g       h       i       g       .       j       p       /       r       e       s       e       a       r       c       h       /       p       u       b       l       i       c       a       t       i       o       n       /       n       e       w       s       /       2       0       2       3       /       n       o       3       1       2       .       h       t       m       l     

       

だ       と       す       れ       ば       、       自       己       増       殖       型       ワ       ク       チ       ン       で       
何       が       起       き       る       可       能       性       が       あ       る       で       し       ょ       う       。       
「       自       己       増       殖       す       る       成       分       が       エ       ク       ソ       ソ       ー       ム       
を       通       じ       て       他       人       に       伝       播       す       る       」       可       能       性       の       
有       無       に       関       す       る       評       価       は       行       わ       れ       て       お       ら       ず       、       
倫       理       的       課       題       が       あ       り       、       慎       重       さ       が       求       め       ら       
れ       る       と       思       い       ま       せ       ん       か       。     


